
 

【重要】新型コロナウイルス関連 

（ＵＡＥから日本に入国後の指定施設隔離（３日間）の要請：１２月４日から） 

 

令和３年１２月３日 

在ドバイ日本国総領事館 

【ポイント】 

●ＵＡＥを出発し日本時間の１２月４日午前０時以降に日本に入国する渡航者は、国籍やワクチン接種の有無を問

わず、入国の翌日から「３日間」、検疫所長が指定する施設での待機（隔離）が要請されます。 

●指定施設退去後も１１日間、自宅や個人手配の宿舎における自主隔離が要請されます。ワクチン接種者への自

主隔離期間の短縮措置は停止されています。 

●その他、出発前７２時間以内の「出国前検査証明」の取得及び携行、質問票や誓約書の提出、公共交通機関の

不使用などの従来の検疫措置も引き続き要請されます。 

 

【本文】 

１２月２日、日本政府はＵＡＥから日本への渡航者に対する水際措置を強化しました。 

 

１ ３日間の指定施設隔離：新規措置                                                 

ＵＡＥを出発し日本時間１２月４日午前０時以降に日本に入国する渡航者は、国籍やワクチン接種の有無を問わ

ず、入国の翌日から「３日間」、検疫所長が指定する施設での待機（隔離）が要請されます。３日間の待機は指定施

設に限定され、自宅や個人手配の宿舎等での待機はできません。入国から３日目の新型コロナウイルス検査で陰

性が確認されれば施設から退去となり、その後１１日間、自宅や個人手配の宿舎での自主隔離の継続が要請され

ます。ワクチン接種者への自主隔離期間の短縮措置は停止されているため、全ての渡航者に入国日翌日から合

計１４日間の自主隔離が要請されます。 

 

２ その他検疫措置：従来どおり                                                    

ＵＡＥ出発前７２時間以内のＰＣＲ検査陰性証明書の取得及び携行、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検

査、公共交通機関の不使用、指定アプリのダウンロード、質問票への回答、ＱＲコードの取得、及び誓約書の提出

そして１４日間の自主隔離（上記１の指定施設隔離３日間を含む）の手続きは従来どおり要請されます。 

 

３ UAE から日本に入国する際の検疫措置の詳細は以下リンクを参照ください。 

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/files/100267692.pdf 

 

【本件に関する参照先】 

○日本の検疫措置に関する参照先 

ア 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口（検疫の強化） 

   日本国内から：0120-565-653 

   海外から：+81-3-3595-2176 （日本語、英語、中国語、韓国語に対応） 

   受付時間：９時から２１時まで（土日祝日含む）  

イ 海外から日本に入国する全ての方に必要な措置 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

ウ 「質問票」（出発前にＱＲコードを取得してください） 



 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html 

エ 「誓約書」の提出（１人１枚必要です） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 

オ スマートフォンの携行、必要なアプリの登録 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html 

 

○外務省ホームページ 

（１２月２日：新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C150.html 

（１２月２日：水際強化措置に係る指定国・地域） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1202_list.pdf 

  

○当館ホームページ 

（新型コロナウイルス関連情報：ドバイから日本に入国・帰国される皆様へ） 

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_top.html 

（日本渡航用の出国前検査証明を取得可能なドバイの検査施設情報一覧） 

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00010.html 

（12月1日付領事メール：ＵＡＥを含む海外から日本への外国人入国制限の見直し） 

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/files/100266825.pdf 

 

―――――――――――――― 
在ドバイ日本国総領事館 
電話：+971-(0)4-293-8888 （日～木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00） 
所在地 ：28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE 
メール： ryouji@du.mofa.go.jp   
ホームページ： http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html      
※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。 
  http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html    
――――――――――――――  


